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白岡市公共施設再編実行計画審議会条例の概要 

 

１ 制定の理由 

白岡市公共施設再編実行計画に係る必要な調査及び審議を行うこと

を目的として、白岡市公共施設再編実行計画審議会を設置するため、本

条例を制定するものである。 

 

２ 条例の概要 

 ⑴ 第１条関係 

   白岡市公共施設再編実行計画審議会の設置について定める。 

 ⑵ 第２条関係 

   審議会の所掌事務について定める。 

 ⑶ 第３条及び第４条関係 

審議会は、委員１０名以内をもって組織し、委員の任期は、答申が

終了するまでの期間とする旨を定める。 

 ⑷ 第５条から第７条関係 

   会長及び会議の運営について定める。 

 ⑸ 第８条関係 

   審議会の庶務は、経営企画部ファシリティマネジメント推進課にお

いて処理する旨を定める。 

 ⑹ 第９条関係 

   この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める旨

を規定する。 

  

３ 施行期日等 

 ⑴ 附則第１項関係（施行期日） 

施行期日は、公布の日とする。 

 ⑵ 附則第２項関係（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

に関する条例の一部改正） 
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 白岡市公共施設再編実行計画審議会委員の報酬及び費用弁償につ

いて定める。 


